
屯田８条６丁目の市有地について（参考資料） 

＜位置図＞ 

＜広さ＞ 

 約 3 万 6 千㎡（約 312ⅿ×約 116ⅿ）

＜これまでの経緯＞ 

 屯田８条６丁目市有地については、地下鉄延伸を想定した土砂捨場及び車両基地用地

として、昭和 48 年に地元住民が札幌市に売却したものです。当該市有地は広大な更地で

あり、売却後も屯田連合町内会の夏まつり会場の一画として使用されるなど、地域の交

流拠点として活用されてきたところです。 

  屯田地区コミュニティネットワーク会議では、当該市有地が安易に民間企業に売却さ

れ宅地化されることを懸念し、平成 26 年 11 月及び令和２年３月に、当該市有地の活用

に関する要望書を札幌市に提出しています。 

  要望書においては、当該市有地の活用の方向性として、住民の癒しの場、交流の場、

お年寄りや子どもたちの活動拠点、世代間交流の場、安全安心に寄与する場、雪対策拠

点の整備を求めていたところです。 
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＜具体的な利活用に関するこれまでの意見＞ 

 ・住民が触れ合える多目的広場がよい。 

  ・百合が原公園のように、花や自然に触れ合える場所がよい。 

  ・図書館、体育館、コミュニティセンターなどができるとよい。 

  ・民間企業の発想と資金で住民の暮らしが豊かになる施設ができるとよい。 

  ・更地のままが使い勝手がいい。 

  ・今の時代、ハコモノは慎重に考えたい。 

＜現在の利活用の状況＞ 

現在は更地として通年利用されており、札幌市では希望者に有償・無償で貸付を行っ

ています。 

夏季は、連合町内会や江南神社のお祭りの駐車場、全国陶器まつりの会場、建設業者

の資材・重機の保管場所などとして利活用されています。特に、建設業者の利用が多く、

貸付面積・貸付期間は多種多様です。 

そして、冬季は札幌市の除雪センターの車両基地となっており、連日、除雪機械３０

台以上、ダンプ３０台以上が待機するとともに、仮設事務所４～５棟が設置されるなど、

除雪作業を担う方々に利用されています。 

 また、隣接する保育施設では、駐車場スペースとして一部区画を通年利用しています。


